
 

 

 

 

生産緑地地区の追加指定申出の手引き 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申出期間 ：例年５月初旬から６月末日まで（土日祝を除く） 

受付場所 ：三田市役所本庁舎５階 都市政策課窓口 

 

※追加指定を希望されない場合、申出は不要です。 

 

 

 

三 田 市 

  



  



１．生産緑地地区とは 

生産緑地地区は、都市農地を計画的に保全して良好な都市環境を形成することを目

的に、都市計画に定めることができる地区です。 

なお、生産緑地地区は、都市計画決定の手続きを経て指定するものですが、その前

提は指定する土地に関する権利を有する者の同意を基に行われます。そのため、本市

では、土地所有者からの申し出に基づき、指定要件等と照合して適当と判断した場合

に「生産緑地地区の指定」に関わる都市計画決定の手続きを行います。 

 

２．生産緑地地区に指定されると 

① 固定資産税と都市計画税が宅地並み課税から農地並み課税となります。 

② 相続税の納税猶予制度の適用が可能となります。 

③ 指定から３０年間は、農地として適正に管理することが義務付けられます。 

※ 決定されてから３０年を経過しないときでも、主たる従事者の死亡などにより

農業に従事することができなくなった場合は、市長に対して買取の申出をするこ

とができます。 

④ 原則、農地内での建築や造成行為ができなくなります。 

 

３．生産緑地地区の指定要件 

市街化区域内にある農地で、次の①～④のすべてに該当する一団の農地について、

生産緑地地区を定めることができます。 

① 一団の農地で面積が３００㎡以上であること。 

（すでに指定されている隣接した生産緑地地区との合算も可能です。） 

② 用排水その他の状況を勘案して農業の継続が可能な条件を備えていると認められ

ること。 

③ 農地基本台帳に記載されている農地であり、今後も農地として継続していく土地

であること。 

④ 指定する土地に関する権利（所有権、小作権、抵当権、根抵当権等）を有する者

全員の同意が取得できること。 

 

 一団の農地について  

一筆の面積が３００㎡未満の場合であっても、隣接する農地と一体性がみられれば

一団の農地とみなすことができます。その場合、農地の所有者は同一人である必要は

ありません。なお、一団の農地とは、一体的な地形のまとまりを有している状態をい

い、農地の間に幅員６ｍ以下の道路や水路が介在する場合であっても、以下の事例に

合致すれば、一団の農地として認められます。 

 

【 生産緑地地区に指定できる事例 】 

（１）農地Ａの場合 

個々の農地面積が３００㎡以上であれば、生産緑地地区に指定が可能 



（２）農地Ｂと農地Ｃの場合 

個々の農地面積が３００㎡未満でも、隣接しており農地面積の合計が３００㎡

以上あれば、農地Ｂ、Ｃとも生産緑地地区に指定が可能 

（３）農地Ｄと農地Ｆの場合 

個々の農地面積が３００㎡未満でも、農地の間が幅員６ｍ以下の道路、水路等公

共用地またはそれに準ずる土地であり、将来的にも自由な往来ができる場合、一団

の農地として３００㎡以上あれば、農地Ｄ、Ｆとも生産緑地地区に指定が可能 

（４）農地Ｇ、農地Ｈ及び農地Ｉの場合 

個々の農地面積が３００㎡未満でも、複数の農地が同一の街区内にあり、一体と

して緑地機能を果たすものは、一団の農地として３００㎡以上あれば、農地Ｇ、Ｈ、

Ｉとも生産緑地地区に指定が可能 

（５）農地Ｊ、農地Ｋ及び農地Ｌの場合 

個々の農地面積が３００㎡以下でも、複数の農地が隣接する街区に存在しており、

街区の間が幅員６ｍ以下の道路、水路等公共用地またはそれに準ずる土地であり、

将来的にも自由な往来ができる場合、一団の農地として３００㎡以上あれば、農地

Ｊ、Ｋ、Ｌとも生産緑地地区に指定が可能 

※ 個々の農地面積は、概ね１００㎡以上が必要となります。 

 

□ 事例（１）、（２）、（３）の図解解説 

 
 

□ 事例（４）、（５）の図解解説 

 

農地Ａ 

４００㎡ 

農地Ｂ 

２００㎡ 

 

農地Ｄ 

２００㎡ 

農地Ｆ 

２００㎡ 

幅員６ｍ以下の道路 

幅員６ｍ以上 

の道路 

単独で指定

可能 

農地Ｃ 

１５０㎡ 

農地Ｈ 

１５０㎡ 

農地Ｉ 

１００㎡ 

農地Ｇ 

２００㎡ 

農地Ｌ 

１００㎡ 

幅員６ｍ以下の道路 

幅員６ｍ以上 

の道路 

農地Ｊ 

１００㎡ 

農地の離隔が６ｍ

以下のものは一団

として指定可能 

隣接する農地の合計

が３００㎡以上なら

一団として指定可能 

農地Ｋ 

１５０㎡ 

同一の街区内で農地の合計

が３００㎡以上なら一団と

して指定可能 

隣接する街区で農地の合計が３０

０㎡以上なら一団として指定可能 



４．追加指定申出の方法 

 

■ 申出期間 

例年5月初旬から6月末日まで 

■ 受付場所（郵送による提出が可能です。） 

三田市役所本庁舎５階 都市政策課 

（〒６６９－１５９５）三田市三輪２丁目１番１号 

■ 必要書類 

① 生産緑地地区指定申出書（様式第１号） 

② 位置図（農地の位置及びその付近の状況が確認できる図面を添付してくださ

い。また、指定を希望する農地の区域を赤線で囲んで下さい。） 

③ 公図の写し（指定を希望する農地の区域を赤線で囲んでください。） 

④ 登記簿謄本（全部事項証明書） 

⑤ 現地写真(農地全景を１筆ごとに撮影したもの) 

 

■ 提出期間 

結果通知の到着から１０月末日まで（土、日、祝日を除く） 

■ 受付場所（郵送による提出が可能です。） 

三田市役所本庁舎５階 都市政策課 

■ 必要書類 

① 生産緑地地区指定同意書（様式第２号） 

② 印鑑登録証明書（同意書に記載した権利関係者全員） 

 

５ 注意事項 

① 貸付されている農地については、耕作者と十分に調整してください。 

② 申出の農地面積は、「公簿面積」となります。公簿では３００㎡未満である

が、実測では３００㎡以上ある場合は、申し出て下さい。 

③ 生産緑地地区の指定は、筆ごとの指定が原則です。 

  農地の一部を指定したい場合は、事前にご相談ください。 

④ 書類の不備や修正が必要な場合には、再度書類を整えるのに時間を要しますの

で、提出は日程に余裕をもってお願いいたします。 

⑤ 提出書類は原則返却できません。控えが必要な方は、コピーをお願いします。 

生産緑地地区の指定を受けようとされる場合は、生産緑地地区の追加指定の申

出の手続きを行ってください。 

8月中旬に審査結果を申出者に通知します。指定可能な農地につきましては、次

の必要書類の提出を行ってください。 

 



６ 追加指定の流れについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注意）上記の事務手続きの時期は、事務処理等の状況により変更する場合があります。 

５月～６月末 

追加指定申出書の受付 

は、次の必要書類の提出を行っ

てください。 

 

３月末 

都市計画の決定 

ご不明な点がございましたら、ご相談下さい 

【問い合わせ先】 

三田市都市政策課 ０７９－５５９－５１１６ 

▷ 追加指定の申し出を、都市政策課で受け付け

ます。 

 

▷ 申出書の内容や現地が指定要件を満たしてい

るかなどを確認します。 

 

▷ 生産緑地地区の変更案を縦覧します。 

※ 縦覧期間（２週間）は、広報誌にてお知らせ

します。 

 

▷ 申出者に審査結果を通知します。 

※ 通知を受けた指定可能な農地につきまして、

本人及び指定する農地権利関係人全員の同意

書を提出していただきます。 

 
▷ 追加指定の同意書を、都市政策課にて受け付

けします。 

▷ 都市計画審議会に付議します 

▷ 生産緑地地区を指定します。 

※ 申出者へ生産緑地地区の指定について通知し

ます。 

７月～８月 

書類審査・現地確認 

８月中旬 

申出者への通知 

１０月 

同意書の受付 

 

１２月 

都市計画案の縦覧・意見書受付 

２月～３月 

都市計画審議会 


